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9/7(火 )議会運営委員会 (招実告示)

10(金 )議会運営委員会 (質問の取扱い)

14(火 )議会運営委員会

本会議 (提案理由説明等)

15(水 )本会議 (一般質問)
16(木 )本会議 (一般質問)
17(金 )本会議 (一般質問)
22～ 27 決算特別委員会
23(火 )議会運営委員会
29～ 10/1 常任委員会

5(火 )議会運営委員会 (採決態様)

6(水 )議会運営委員会

本会議 (委員長報告、採決)

力ヽ は い り ま せ ん か

寺坂よしかず事務所ではインターン

シップに来ている学生が多数います。

その学生たちに地域での活動の場を

提供して頂けませんか ?

お祭りのお手伝いや催し物への参画な

ど、若い力や発想が必要な場面は多い

と思います。

これまでも夏祭りなどの地域イベン

ト等にお手伝いに行っています。

『地域は若い力で活性1ヒ。』

『若者は地域で多くの学び。』

お互いが共に成長できる場面を数多く

つくるのも、「人を人とつなぐJ政治
家の役害」の一つだと考えています。

詳しくは、下記の追緒先までと相酸

下さい。

寺坂よしかずを応援するフアンクラプ

詈
=籍
落墾義字ご擢厩拒整動む宅厭寧

す !加入するとメールマガジンで最新
の市政情報の提供をさせて頂くだけで
なく、サポーターズクラブの方を対象
とした勉強会や研修旅行なども行って
いく予定です。会費は無料となってい
ます。詳しいことは下記までご連絡下
さい。

〔ZIP】 =F660‐ O062

【ADDRESS】 尼崎市浜田町3‐ 63‐6

〔TEL&FAX】 06-7504-8804

【MAIL】 info@next‐amagasakijp

議
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員活動を報告します。
■PROFILE■ 1976年 4月 27日 生まれ (34歳 )

寺坂よしかず

難波愛の園幼稚園卒、渓田小卒、大庄北中卒、尼崎西高卒、近畿大卒、

同志社大大学院 商学研究科 修了、経営コンサルティング会社を経て、

2005年 6月、2009年 6月 の尼崎市議会議員選挙で当選 現在 2期目
保守系会派「新政会」所属

経済環境市民委員会 副委員長、議会だより編集委員会 委員長、
鉄道施設整備促進特別委員会 委員長、国民健康保険運営協議会 委員、

社会保障審議会専門委員 児童専門分科会委員
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NEXT AMAGASAKIPRESS
尼崎市議会議員 寺坂よしかず 活動報告

1.市民中心のまちへ変革～【ひとづくり】とはちづくり〕で価睡帷都市へ～
市民がどれだけ充実した人生を送れるか。その支援が仕事です。

【ひとづくり〕
■公教育の信頼回復が最重要 !

尼崎の最重要課題は教育です。信頼が13らいでいる公教育の再生が第一です。ま女 日で見える学力と目で見えない心
の教育を分離しそれぞれで評価する必要がありま売道徳教育の推進で、特に日で見えない心の教育の醸成を行い、白
主的に考え,骸実に実行してその結果に受任をもつ自立した人材育成を推進しま曳また、教職員研修制度「教師も育て
るJ施策などで公教育の信頼回復を提案します。

■"学ぶ"喜びを実感できるまちへ～生涯学習都市へ～
学校教育だけが勉強ではありません。子どもから大人までが学び続けられる環境づくりを推進しま曳学校の複合施設
化などで子どもと一緒に、孫と一絡に"学べる"を推進します。目指すは、「常に向上しようとする人を応援するまち」です。

■ "生き る "喜び を 実 感 で き る ま ち ヘ
「あたりまえに暮らすJいつまでも不安なく生活を続けるため、三世代近距離居住と相互支援(子守・介助)などで、自
立した生活を支援する仕組みの構築に取り組みます。また、増大する福祉予算の適切な利用のため福祉サービスの内容
と利用を客観的に評価する第三者評価制度の構築を提案します。“働く"ことが生きるためだけではなく、喜びを感じら
れると毎日の生活が充実します。ワークライフバランスに着日し、競争社会に生きる若年者に対して中小企業に就職す
ることの優位性を意識下に定着させ、逆に若年者の人材確保が容易ではない企業側の問題を解消する取り組みを推進
します。

【まちづくり】
■訪れたい、住んでみたい魅力のあるまちへと個性を高めます
誰も気づいていないまちの"価値"を発掘し、尼崎のイメージを変えることに取り組みま売 "都会ながら人情がある"とい
う特徴を活かしながら、さらなる地域力を社会に生み出すため、NPOやコミユニテイビジネスの起業支援を行うと共に
市民活動の評価制度の構築で支援のあり方を見直しま売

■公害を克服したまちとして一環境推進自治体―
高度成長期の日本を支えた自港体としての発展じてきました。一方、公書問題が起こり克限してきました。そのような背
景の自治体として先進的な環境に配慮した取りHa3をさらに進めます。

■ユニバーサル期 ンの視点と都市基盤の再構築
尼崎市は都市化が早かつたこともあり、都市基盤を再整備する時期が来ています。これからの都市計画や建築基準に
「ユニパーサルデザイン」と「防災・防犯Jの視点を取り入れることで、誰にでも優しく、安心安全なまちづくりを目指しま
魂

範匂瓢麟熊改革年"しくみ"の離築～
■市役所はサービス業の徹底化
全職員がf公務員の仕事はサービス業であるJということを認識し、総合憲口や証明との自動発行機の設置、土日開庁
などで利便性向上や待ち時間を短縮、利用者本位の市役所を目指しま魂また、必要な情報が必要な人に伝わることが
大切なので全庁的な広報戦略を策定することを提案します。

■政策評価制度の構築と人事評価制度のと元化
政策評価制度で行つている政策の評価を可視1い評価し、人事評価制度と一漸とすることで臨員の仕事に対する責任
と成果を明確化を図るように提案します。

■サンセット方式の導入
「やつていることに期限をつけるJことを意味し、不要な事業の継続による財政の肥大化を防ぐため、全ての事業の開始
時に、あらかしめ終了期限を定めて新陳代鶴を可能にする「サンセット方式Jの導入を目指しま曳

■お役所仕事の見直し
コストとサービスの画面から事業の官民比較を行つたうえく業務の民営化、民間委託など民間活力導入の促進を図り
ます。事務事業評価の見直し,事業仕分けなどに取り組みを提案します。また、市役所内部だけでなく外郭団体の自立化
を進めま魂

■縦割り組織から水平統合ヘ
縦割り組織の弊害で抜け落ちてしまっている部門間の社会課題を解決するため、マトリクス型組織など横断的な組織
へ変革することを提案します。

3.議会の構造改革～市民の代表としての"あるべき姿"を示す～
議会だけド 聖域"であってはならない。身近な議会への扉を開く

■議員定数削減と政務調査費のありかた検討
議員定数(現在45名 )の削減を行い、少数格鋭の議員が市政をチェックする体制を構築しま売政務調査費についても
あり方・用途を再検討を行います。議員が自らから改革へ挑む姿勢を示します。

■議会基本条例の策定
議会基本条例を制定し、市民との情報共有、市議会の説明責任、市議会の意思形成過程への市民参加を積極的に進め
ます。

■議会報告会の開催
議会が市政の諸課題に柔軟に対処するため、議会の議員自らが地域に出向いて、市民から議会活動に対する批判や市
政に対する意見、要望、提言などを直接受けるなど、議員と市民お互いが自由な形で情報や意見を交換できる場として
議会報告会の開催を目指しま現

■市議会ホームページの見直し
現在のホームページを改善し、会議録や日程の掲戯だけでなくより市民にわかりやすい議会広報のありかたを検討して
いきます。

■□―カルマニフェスト運動の推進～政策で市民と約束する政治へ～
ただ単に問題を批判するだけでなく、解決方法の道筋まで具体的に示せなければ問題解決できません。事後評価され
ない耳ざわりのいい「公約」でなく、「マニフェストJを比較することにより、政策で市民が判断できる政治を目指しま現

※選挙時に提示させて頂いたマニフエス トを絶えずお   本梅の政治を行うために.
知らせしていきます。市民のみなさんとの約束として
実現に向け取り組んでいきます。            ヨ亀:」q酪■ヨンを■ケ:ユ /々



PRESS VoIB6

■第 5回定例議会 予算特冒U委員会総括買疑 5釈τ奮選を控Fわた額目に ■議会のあり方検討委員会

予算議会の総括質疑は、一問―答で行

い、上記項目について質問を行いました。

■市長の政治姿勢について、今年 11月

に4年の任期を迎えるので、前回マニフェ
ストの進捗確認しました。

実現されている事もありますが、進捗が

思わしくないものも数多くあったので指摘

しました。

■報償の考え方については、行政協力員

制度で支払われていた手当の腐止が提案さ

れたことに対する問題点を指摘しました。
「市が責任を持って新しい協働推進員制度

を進めていく」という答弁を信じて賛成し

ました。また、消防団員の報使削減につい

ても質しました。

■公共施設の耐震とハード計画について

は、平成 20年の9月議会で、水道施設に
対するアセットマネジメントが必要である

と述べ、長期ビジョンが策定されたが、行

政の管理する全施設についても『どの施設

から盛備するJのかの優先順位をつけるこ
とが必要であると指摘しました。

■増加する鉄助資対策については、生活

保護制度の対象者に家計簿を提出を促し、

2010日 2.20～ 3.25
生活設計の是正をすること書を提雷し、制

度不安を招かないように要望しました。

■IS026000については、国際標準
機構 lSO)が今年秋に策定予定である、

IS026000に轟づき組需情築すべきと
考え、見解を伺いました。

この ISOの 目的は、「組織の意思決定と

活動が社会や環境に及ぼす影響に対する責

任」と定義されるソーシヤル・レスポンシ

ビリティー (SR)の 実現です。

CSRは企業が対象ですが、SRはすべて
の種類の組織に適用可能な規格として提案

されています。市役所も社会的責任を今―

慶問い直し、国際標準な業務推進方法で、

業務改善を追めることが必要であるとの見

地から政策提言しました。

前回の報告で記載した議会のあり方検

討委員会が設置され、審議が進んでいま

す。この委員会はより議会改革を進める

ために議会で自主的に設置し、議会週営

委員会において審腕対象となった項目に

ついて具体的かつ継続的に審鵬すること

になっています。

主な対象項目としては、右欄の項目と

なっていますが、市の関係部署との調整

が必要なもの、厳しい財政状況の中、予

毎処置が必要なもの、法解釈の霊理が必

要なもの等に区分しながら審議を行って

います。詳細はBIogでお伝えしています。

その中でも議論となっているのが、審

議会報酬の無償化についてです。

現状として、議員が審議会等の委員に

なっている審議会が存在し、議員が委員

として審議会に出席した場合には他の委

員と同様、地方自治法の規定に基づく条

例によって報酬が支給されています。

提案会派によると、この審議会で支払

われる報酬が議員報酬をもらっている上

で支払われるということで 2重払い的で

く◆考> 以下のような法解釈も存在します。。。

あるとのことから無報酬にすべきだとの

ことです。

このことを考える上で、大切なことが

あります。それは、図 1の 「法のピラミッ

ド」という法律の考え方の基礎です。

この図の意味することは、『憲法>法律

>政令・ 省令>規制・ 条例帯』となり、

上位法が優先されるという考え方です。

このことを念頭に考えると、条例より

も上位にある地方自治法第 203条の 2
頂に「普通地方公共団体は、その委員会

の委員、非常勤の監査委員その他の委員、

自治紛争処理委員、審査会、審議会及び

調査会等の委員その他の構成員、専門委

員、投票管理者、開票管理者、選挙長、

投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

その他普通地方公共団体の非常勤の職員

(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬

を支綸しなければならない。Jとなってい

ます。

つまり、法律で支給することが義務づ

けられているので無報酬化のための条例

を制定することは先ほどの「法のピラミッ

ド」に基づくと法令解釈上非常に難しい

ことになります。

他都市で審隣会報酬の無償化条例が

続々と可決していますが.ここまで臓瞼

されているか非常に理間です。

あり方委員会で、この地方自治法第

203条の 2項の規定を「どのように」法

令解釈すれば、可能なのか示すべきと提

案者に申し入れたが、明確な答弁が返っ

てこず、「財政難だからJと言う理由だけ

でこれを認めると、公職選挙滋の寄付の

禁止に撼触する可能性も出てきて、法令

違反の可能性が高い事を認めるわけには

いかないので反対しました。

いくら財政難だからと言っても陰員が

法律遇反するわけにはいきませんよね。

図 1 法のビラミッド
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現在、教職員は都道府県で採用され、各

市町村に赴任する体制になっています。人

事権は県教育委員会が持ち、一体的な指導

ができない状況にメスを入れることが必要

なことから質問を行いました

独自の教育方針や特色ある教育が行えるな

ど、有効な取り組みの一つだが、採用の公

平性と透明性を図ること事務量が膨大にな

るため、対応する手立てが必要であり、確

実な財源の移譲が必要不可欠と考える。

7/13～ 7/16ま での4日 間の日程で開

催され、正副議長の選挙や常任委員会の委

員の選任が行われ、新年度の議会体制が決

まりました。

私の新しい常任委員会は、経済環境

市民委員会の副委員長で、協働のまち

づくり、ごみ、環境、文化、人権啓発、公

害、産業振興、競艇事業について調査を行

市化が進み、住環境悪化や

産業構造転換により、人ロ

の減少傾向が続き、現在は

減少傾向から僅かに増加に

じてい

さま

複合的に作用することによるもの。住民の

居住地選択は、都市イメージ、利便性、住

環境等様々な理由が関連しているので、ひ

とつの事象をもつて人口の増加や都市の発

展の要因を判所できるものではないと考え

る。

いかと期待しています。

しっかりと同世代の同じ仕

事に取り組むメンパーと切磋

琢磨しながら頑張って参りま

す。

ることは何nIBを考え、職務 :

を引き受けることにしました。i

なにぶん初めてのことで不 i

慣れな点も多く、と迷惑をお :

かけすることもあると思いま :

からの広報物 (チラシ)の回覧

について僅かな費用が支払わ

れていました。その費用を今

年度予算から廃止すると市か

ら提案され ,財政面からも認め

ざるを得なかったという事情

があります。

町会長をはじめ、役員のみ

なさんは、自分の時間を割き ,

地域の皆さんのお世話を担っ

て頂いています。しかし、町

尼
崎
市
だ
け
が
以
前
よ
り
も
人
口
減
少

報酬は、地方公共団体が支綸しなければならない機務を負うものであつて、これを受ける相利は公滋

上の権利であるから、条例をもつてこれを支結しないことを定めたり、あらかじめこれを受ける福利

を散案することはできない。 (大正 7年 ¶2月 19日判決 。大正7(れ)751)・ …『Q&A 実務
地方自治J(ぎょうせい)1298頁

人への思いやり等が伝えられていくことか

ら、年齢構成バランスを意識しながら、居

役員改選の議会が開会。経済環境市民委員会の副委員長に。

い、議案や陳情の審査を行います。2006

年に所属して以来4年ぶりとなります。

それ以外の役割として、議会だより紹

集委員会の委員長、議会のあり方検討

委員会委員を昨年に引き続き担っていき

ます。

また、鉄道施設やその周辺環境の整備、

鉄道高架化の促進を集中して審議する鉄

住促進のための施策を展開してきた。今後

も効果を踏まえ、学校教育や住宅政策、安

全安心なまちづくりの推進し、住み続けた

いまちづくりに努めていく。

会保障審議会専門委員の児重専門分科

会委員、国民健康保険運営協協会委員

を拝命しました。

議員生活 5年目を迎え、財政や様々な問

題点がようやくみえてきました。

しっかりと与えられた役割で力を発揮し

ていきたいと思います。

活動領域が広がつてきました。
J口 田 口 呵 B田 四 い 囀 襲 虫 室 粛 鰊
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■関西着手議員の会に入会

2月 に関西着手臓員の会 (関

若,IE入会しました。関者とは、

35歳までに初当選をした若手

議員が、45歳まで共に学び切

磋琢磨する議員ネットワーク  ロ浜田町第 7福祉協会の会長
です。特徴的なのが、政党を  t町会長)に輔任
間わず多様なメンパーが在籍   4月 より浜田町第7福祉協
していることです。  ・    会の会長を担うことになりま
現在46市町村約 70名のメ  した。結婚し、浜田町に居を
ンパーが参画しています。 構えてまだ 2年ばかり。

全国若手市議の会の関西支   そのような状況で急に会長   会の役を担う人がおらず、一

部という位置づけでもあり、   職を担うことになった理由と  度担うとやめられないという
日本全国の市臓と情報交換が   して、今年の 2月協会で激し  現状もあります。
可能なネットワークを活用し、  い臓論をした行政協力員制度    そのようなことから、議員
尼崎の市政課題解決の糸口を  に一要因があります。 として市民に負担になる決鵬

:つかむことができるのではな   これまで町会長に対して市   をしたのだから、『自分にでき

す。

しかし、ゆくゆくは、誰で

も自治会活動に参画できるよ

うに役員に集中している役割

を細分化し～少しずつみんな

で担い、離でもできるように :

霊理していこうと考えていま :

す。             i
また、より実際地域で起こo
ていることを身近に感じるこ :

とで議員として行うべきこと :

が見えると感じています。  i

に影響していると質した。

60

』協謡基旨堺留基圏跳謡基ぞ翠契皆農災後―現在

■教育組織について

【買間】人事権の移騒という取り組みにつ

いてどのように受け取つているのか。

【質問】3世代同居。近接居住により若年
層の人ロバランスを政策誘導すべきと考え

るがどうか。


